
〇一定の重量・寸法(一般的制限値)を超える車両について、道路を通行させる場合、
道路法に基づき、通行の許可又は通行可能経路の確認を受ける必要

○道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、道路の構造の保全及び交通の
危険の防止上、必要な条件を付して通行を許可又は通行可能経路を回答

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ
（車両自重＋積載物重量＋乗員）

軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計
１８ｔ～２０ｔ

特殊車両の範囲（イメージ）
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※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の
通行許可又は通行可能経路の回答が必要

寸法小さい 大きい

＜許可・確認必要＞

＜許可・確認不要＞

＜通行不可＞

例：トラック

例：建設機械類

例：コンテナ車

例：重量物運搬用
セミトレーラ
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例：乗用車

一般的制限値

特殊車両通行制度について



特殊車両通行手続きについて

※許可制度と確認制度は併存



特殊車両通行確認制度の概要 –経路検索方法について-



ユースケース

■固定ルートで途中に積込・積卸地点が多い
主要な積込・積卸地点を2地点双方向2経路

検索で設定し、それ以外積込・積卸地点を追加
経路で設定

S G

積込地点A 積卸地点B

積込地点C
積卸地点D

主経路

代替経路

渡り線

追加経路

■スポット的な依頼、急な依頼が多い

最大積載量で都道府県検索で経路取得して
おき、依頼の都度、追加経路で積込・積卸地点
を設定

S

G

〇〇県

△△県

追加経路

取得済み経路に新たな積込・積卸地点を追加経路
で結び、安価に通行可能経路を取得

急な依頼でも都道府県検索で面的に経路を取得し、
必要に応じて追加経路でラストマイル取得

○ 特車通行確認制度の特徴をうまく活用することで、お安く通行可能経路が取得出来たり、
スポット的な依頼や急な依頼への対応が可能となります。

最大積載量で経路を取得した場合、実際の積載量
で通行可能な経路が取得できない場合があります

走行する都道府県の数によっては、都道府県検索
の場合が安くなる場合があります。


